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研究成果の概要（和文）：本研究は、島嶼領土の周辺海域管理実行の包括的な研究を通じて、それらが現代海洋法秩序
にいかなる影響を及ぼしているかを特定し、「島嶼国際法」の構築を試みることを目的とした。国家実行、国際裁判判
例、大陸棚限界委員会(CLCS)の実行の分析から、島/岩を区別する海洋法条約第121条(島の制度)の規定は今日著しく意
義を低下させており、この規定に拘泥せず遠隔離島に妥当する新たな周辺海域管理の実行の蓄積が急速に進んでいるこ
とが明らかになった。これは、海洋法条約が定め(られ)なかった、遠隔離島が有する広大な海域をいかに管理するかと
いう、真の「島の制度」への一つの答えを提供するものと位置づけることができる。

研究成果の概要（英文）：This is a study on ocean management practices in the waters surrounding insular 
territories. It defines the impacts these practices have on the current legal order of the sea and 
analyzes state practices, judicial precedents, and actions taken by the CLCS with the aim of establishing 
a system for the Int'l Law of Islands. The analysis reveals that the significance of Article 121 of the 
UNCLOS - the "Regime of islands" that only distinguishes between islands or rocks - has weakened markedly 
and that a rapid accumulation of new ocean management practices that pertain to specific situations 
involving remote insular features in spite of that Article. This means that the interests of the int'l 
community are moving from "What is an island and what is a rock?" to "How do we manage the expansive sea 
areas established by remote insular features that UNCLOS did not (or could not) address?" In this sense, 
the study offers one solution for getting us closer to a true "Regime of islands".

研究分野： 国際公法、国際海洋法

キーワード： 国連海洋法条約　島の制度　排他的経済水域　大陸棚　延長大陸棚　海洋境界画定　海洋生態系　海洋
保護区
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１．研究開始当初の背景 
 現行海洋法秩序の枠組を定める 1982 年国
連海洋法条約が島について定める条文は、全
320 カ条のうち 1 カ条(第 121 条)に過ぎない。
しかも本条は、「島の制度」と題するにも拘
わらず、定めるのは実質的に排他的経済水域
(EEZ)と大陸棚を有しうる島の－極めて曖昧
な－定義のみである。そのため、従来の島を
めぐる国際法研究では、主に①第 121 条の解
釈問題、そして②海洋境界画定における島の
取り扱いが議論の焦点であった。 
 ①については、既に国内外で多くの研究が
あるが、その到達点は、第 121 条を解釈で明
らかにできる範囲には限界があり、判例法と
国家実行の蓄積を待つ他ないが、判例法はこ
の問題を回避する傾向にある、と整理できる。 
 ②についても国内外で多くの研究がある
が、画定に必要な限りでの領有権判定、島の
存在にいかなる考慮が払われたのかという
画定の技術的観点からの判例評釈が中心で
ある。①、②いずれも、確たる答えを出せず
に暗礁に乗り上げているのが現状であった。 
 これら既存の研究は、分析対象を島の位
置・規模・人口・経済活動や統治の軌跡の有
無など島の表面的な「スペック」に限定し、
個々の島的存在(insular features, 島あるいは
岩)でどのような管理実行がなされてきたの
かという視点を欠くものであった。 
 他方、本研究代表者は、本研究申請以前よ
り、世界中の島的存在のほとんどが、自らを
「島」とみなして、様々な陸域・海域管理を
進める傾向にあることを明らかにしていた。
また、2000 年代初めより海域管理の手法の一
つとしての海洋保護区(MPA)の研究を進めて
いたが、島的存在の周辺海域に(EEZ/大陸棚を
前提とする)広大な MPA を設定する傾向があ
ることを突き止めていた。 
 そこで、こうした近年の新たな海域管理実
行が、第 121 条の解釈運用に対して、そして
現代海洋法秩序全体に対して、どのような影
響を及ぼしているのかを分析することが必
要であると考えるに至った。 
 
２．研究の目的 
 本研究は、島嶼国(部)の周辺海域管理実行
の包括的な研究を通じて、それらが現代海洋
法秩序にいかなる影響を及ぼしているかを
特定し、その上で法的側面を「島嶼国際法」
として構築することを試みることを目的と
する。 
 これに答えるには、島嶼そのものの実態に
迫り、また管理実行の精査が必要である。研
究代表者の既存の研究は、一部の顕著な事例
を扱うもので量的に乏しく、また、海洋生態
系保全施策のみに焦点を当ててきたため質
的にも不十分であった。 
 したがって、本研究では、研究代表者の既
存の研究を足掛かりに、関連実行をさらに収
集・分析し、島嶼国(部)が抱える環境分野以
外の諸課題にも対象を広げて検討を深め、ま

た島嶼国(部)の周辺海域は生態学的、地理的、
社会経済的観点から見て特殊であるため関
連学術領域の知見にも十分な注意を払うこ
とで島嶼の実態に迫り、海外調査も踏まえて
検討を多角化、精緻化することを目的とする。 
 なお、本研究は国際法研究を出発点とする
が、生態学(島嶼生態学、保全生態学)、地理
学等の知見を踏まえ島嶼国(部)の特殊性とそ
の管理の海洋法上の意義を問い直す意味で
学際研究であり、また本研究テーマは 2008
年に日本で策定された海洋基本計画以降の
離島管理政策への提言を目指すという意味
で、政策志向の研究という特色を有する。 
 
３．研究の方法 
 本研究では、主としてＡ.生態系保全、Ｂ.
資源開発、Ｃ.境界管理の分野を対象とし、島
嶼周辺海域における管理実行を、主に文献調
査を中心に実施した。 
 Ａ.については、本研究申請以前より一定の
蓄積があったので、1 年目はそのアップデー
トを中心に実施した。2 年目より、Ｂ.及びＣ.
のテーマの研究を順次進めていった。 
 当初、海外調査を予定していたが、諸般の
事情により実施を断念せざるを得なかった。
しかし、国内開催の国際研究会等の機会を利
用してヒアリング調査を実施することで補
った。3 年目は成果公表を中心に進めた。 
 
４．研究成果 
(以下、個別の研究業績への言及は省略する) 
 (1) 相当数の島嶼管理関係の国家実行を精
査した結果、第 121 条の島と岩の区別は管理
上ほとんど意味を持たないことが再確認さ
れた。自国の島的存在を第 121 条 3 項の「岩」
と明言するのはロッコール島(英国)のみで、
他は「島」とみなして(EEZ/大陸棚を前提とす
る)周辺海域管理を進めている。 
 (2) これらの管理の共通点は、生態系保全
である。絶海孤島は地理的理由で人為的影響
から逃れて原生自然、固有種が残されている
ため、生物多様性条約等の新世代の環境保全
の絶好の現場である。諸国は MPA を設定し
て全域を禁漁又は厳格な行為規制を敷き、鉱
物資源開発を避けるなど、開発を抑える傾向
にある(海洋遺伝資源の調査開発は推進され
る例が多い)。さらに、管理は近隣(時には地
理的に遠隔の)諸国と連携して進める傾向が
見られる(ex.米キリバス MPA 姉妹協定、南太
平洋島嶼国の Oceanscape、巨大 MPA 管理者
の Big Ocean MPA ネットワーク等)。ここでは
第 121 条 3 項の「独自の経済的生活」のクリ
アよりも、むしろ愛知ターゲット等国際目標
を念頭に置き、管理ロジックを経済開発では
なく生態系保全にしている。いわば、絶海孤
島は、EEZ/大陸棚を主張する「地図上の基点」
から「海洋管理の基点」に位置づけを変化さ
せている。 
 (3) 海洋境界画定裁判では、比較的小さな
島的存在には EEZ/大陸棚を付与しない傾向



が見られる。黒海事件(サーペント島)、ベン
ガル湾事件(セントマーチン島)、ニカラグア
対コロンビア事件(セラナ島)等は顕著だが、
いみじくも第 121 条の島と岩の区別を曖昧に
する結果を生んでいる。大陸棚限界委員会も
また、第 121 条の解釈権を持たないとはいえ、
国際裁判では大陸棚が付与されないような
島よりも小さな島的存在に対して延長大陸
棚を勧告する傾向を見せている(ブラジル等)。 
 (4) 2000 年代半ば以降、中国が制定した関
連法制は上記の傾向を反映している(スプラ
トリー諸島での実行はその限りではない)。日
本の関連法制も同様だが、低潮線保全基本計
画については、今後の実施次第では注意が必
要である。韓国では、日中の関連法制を踏ま
えた関連法・計画整備が進むが、保全から開
発に舵を切り直す興味深い傾向が見られる。 
 (5) 以上より、海洋法条約第 121 条の島/岩
を区別する規定は今や著しく意義を低下さ
せており、規定から離れた遠隔離島という特
殊状況に妥当する新たな国家実行の蓄積が
急速に始まっていることが明らかになった。
これらの実行は、出口の見えない第 121 条の
解釈問題を止揚し、海洋法条約第 121 条が定
め(られ)なかった、遠隔離島が有する広大な
海域をいかに管理するかという、真の「島の
制度」への一つの答えを提供するものと位置
づけることができると考えるに至った。 
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